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研究要旨 

CIDPの診断及び治療に対する新ガイドラインがEAN/PNSから2021年に公表され、電気生理学的診断基

準を含めた改訂が行われた。本研究では、新ガイドラインによる電気生理学的診断基準の感度・特異度

を改訂EFNS/PNSガイドライン（前ガイドライン）と比較し、有用性を検討することを目的とした。

CIDPが53例、対象群としてchronic sensorimotor axonal neuropathyが27例抽出された。これらのデ

ータの解析を行い、新ガイドラインの電気生理学的診断基準は前ガイドラインと比較し感度は劣るもの

の、特異度は高くなることを明らかにした。感度の低下には新たに電気診断基準の必須項目に加わった

感覚神経伝導検査異常が、特異度の改善には脛骨神経の脱髄判定基準の改訂が大きく寄与していた。ま

た、脛骨神経SEPにおける末梢神経の分節性評価によって末梢神経近位部優位の障害を認める場合に感

覚神経伝導検査異常を満たすとみなすとことにより、新ガイドラインにおいても前ガイドラインと同様

の高い感度を維持することが可能となることも明らかにした。 

 

A. 研究目的 

 CIDP の診断及び治療に対する新ガイドライ

ンが EAN/PNS から 2021 年に公表され、改訂

EFNS/PNS ガイドライン（前ガイドライン）で

達成された高い診断感度を保ちつつ、特異度を

改善させるために電気生理学的診断基準を含め

た改訂が行われた。しかしながら、実際の患者

においてこの目的が達成されているかどうかは

明らかになっていない。本研究では、新ガイド

ラインによる電気生理学的診断基準の感度・特

異度を前ガイドラインと比較し、有用性を検討

することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

2009年1月から2021年10月までの当科で臨

床・電気生理学的所見、治療反応性などから最

終的にCIDPと診断した例、同期間内のchronic 

sensorimotor axonal neuropathy例を後方視的に抽

出。少なくともF波を含む一側の上下肢神経伝導

検査が行われている例を対象とし、それぞれの

ガイドラインにおいて支持基準を用いずに最終

的な診断カテゴリーを満たす電気生理学的診断

基準を用いて比較検討した。また、本研究の対

象となったCIDP群の多くの患者においては、脛

骨神経の体性感覚誘発電位（SEP）が行われてお

り、これらのSEP所見も合わせて解析した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、「ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原

則」および「人を対象とする生命科学・医学系

研究に関する倫理指針」に従い行われた。本研

究は後ろ向き研究であり、既に得られたデータ

のため、研究対象者に新たに利益・不利益や障

害は生じない。インフォームド・コンセントに

ついては、当該研究の実施とその内容について

の情報公開文書を帝京大学ホームページ上にあ

る帝京大学医学系研究倫理委員会の承認・公開

案件・議事録にて公開し、研究対象者が自身の

データを研究に使用されるのを拒否できる機会

を保障した（オプトアウト）。本研究（後ろ向き

研究）について帝京大学倫理委員会の承認を得

た。 

 

C. 研究結果 

 CIDPは53例、chronic sensorimotor axonal 

neuropathyは27例が抽出された。possible CIDP以

上と判定されたのは新ガイドラインで43/53例

（81％）、前ガイドラインで50/53例（94％）で、

新ガイドラインのほうが感度は低かった（P < 

0.05）。感度低下の主な要因は、新たに必須項目

に加わった感覚神経伝導検査（SCS）異常の基準

を満たしていなかったことであった。ここで、

新ガイドラインにおいて、脛骨神経SEPで末梢神

経近位部優位の障害を認める場合にSCS基準を

満たすとみなすと、possible CIDP以上と判定され

たのは48/53例（91％）となり、前ガイドライン
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と有意差を認めなかった（P = 0.48）。特異度は

新ガイドラインでは24/27例（89％）、前ガイド

ラインでは18/27例（67％）と新ガイドラインで

高く（P < 0.05）、特異度の改善には脛骨神経の

脱髄判定基準の改訂が大きく寄与していた。 

 

D. 考察 

本研究によって、新ガイドラインの電気診断基

準は、前ガイドラインと比較して感度は劣るも

のの（81％ vs 94％）、特異度は高くなる（89％ 

vs 67％）ことが明らかとなった。 

CIDPでは運動神経と比較して感覚神経では伝

導速度の低下が目立たないことが過去に報告さ

れており（Krarup et al., 1996），本研究において

も新ガイドラインにおける感度の低下にはSCS

での異常が必須項目とされたことが最も影響し

ていた。 

また、血液神経関門が脆弱である神経根は

CIDPの病変の好発部位として知られており、脛

骨神経SEPでの末梢神経近位部優位の障害が、

CIDPの補助診断に有用であることを我々は過

去に報告している（Tsukamoto et al., 2010）。本

研究においても脛骨神経SEPにおいて末梢神経

近位部優位の障害を認めた場合に、SCS異常の

基準を満たすとみなすと、新ガイドラインの感

度は前ガイドラインと同等となり、脛骨神経SEP

は新ガイドラインの感度をさらに改善させる有

用なツールであると考えられた。 

特異度については、新ガイドラインでは前ガイ

ドラインと比較し改善を認めており、脛骨神経

の脱髄判定基準の改訂が大きく寄与していた。

特異度の改善によって、より正確なCIDPの診断

や不要な免疫療法を避けることに役立つことが

期待される。 

 

E. 結論 

新ガイドラインの電気生理学的診断基準は前

ガイドラインと比較し感度は劣るものの、特異

度は高かった。SCS異常の証明に脛骨神経SEP

を応用することにより、前ガイドラインと同様

の高い感度を維持することが可能となる。 
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